
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

　

　

　
　

遊びアーチ。
【請求項２】
　ストリップが椅子の両側に取り付けられ、ストリップは、そのセグメントがアーチの曲
率に従うように角度が付けられるような長さである請求項 に の遊びアーチ。
【請求項３】
　ストリップが可撓性シース内に受け入れられる請求項 に の遊びアーチ。
【請求項４】
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間隔を開けられた側部を有し小さな子供によって占められるベビーカーの椅子に取り付
けることができ、これらからぶら下がっていてかつ椅子を占めている子供がいじることが
できる遊具片を連結するための取付具を有する遊びアーチであって、

（ａ）椅子の側部の間の距離よりも大きい長さを有する弾力のあるプラスチック材料の
長いストリップであって、横断方向及び長手方向に曲がり得るストリップと、

（ｂ）ストリップをアーチ状の曲率にさせるように椅子の両側にストリップを着脱可能
に連結するためのストリップのどちらか端部の連結具と、

（ｃ）該アーチから該遊具片を吊るす手段とを具備し、
ストリップの両側が、一連のローブを定めるようにサイン曲線状の輪郭にされ、両側の

ローブが、曲げ得る結合点により互いに連結された曲げ得ないセグメントを形成するよう
に内向きに湾曲している
ことを特徴とする

１ 記載

１ 記載



　アーチが布スリーブ内に受け入れられる請求項 に の遊びアーチ。
【請求項５】
　アーチが、アーチのそれぞれの端部間を伸びている軸線まわりに傾け得る方法で各連結
具と関節式につながれる請求項 に の遊びアーチ。
【請求項６】
　前記アーチが、これからぶら下がっている遊具片（１９、２０、２１）であって、かつ
椅子を占めている子供がいじることのできる遊具片をこれに連結するためのアタッチメン
トを備える請求項 に記載の遊びアーチ。
【請求項７】
　アーチ（Ａ）が、アーチの端部間を伸びている中心線まわりに折られ、前記中心線が対
称線を定めている請求項 に の遊びアーチ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
［発明の分野］
本発明は、一般にベビーカーの椅子に横になっている又は座っている小児を楽しませるた
めに遊具片を吊り下げるベビーカー用アタッチメントに関し、より特別には、椅子の両側
に固定できるようにされたアーチ形式のアタッチメントに関する。このアタッチメントは
、以下、この明細書及び特許請求の範囲において集合的に「ベビーカー」と呼ばれる座席
、ベビーベッドなどとの使用にも適している。
【０００２】
［発明の背景］
ベビーカーは小児を座らせるための（横にすることもできる）車輪付きの座席として機能
するように設計された押すことができる折畳み式の乗り物である。ベビーカー内に座らせ
られ又は横になっている幼児は、買い物をしている両親によりベビーカーが押されている
ときのような長い間、その中に留まるように強いられることがある。
【０００３】
ベビーカーの中に座っている子供又は横になっている子供が、数分間以上、静かに座って
いることは期待できず、子供には遊びが必要である。当然、子供は遊びに対する衝動を有
し、遊びは子供の発達に不可欠である。子供が基本的な熟練を獲得するのは遊びを通して
である。
【０００４】
ベビーカーにおいて遊びに対する子供の要求を満足させるには、このために横棒アタッチ
メントを提供し、ベビーカー内に座らせられた子供が接近できるように、何かの遊具片を
このアタッチメントに取り付けることが知られる。そこで、子供は、ベビーカーが押され
ているとき、この遊具片を手に取り又はその他で遊ぶことができる。しかし、遊具片は横
棒に連結されているため、子供はこれをベビーカーの外に投げることはできない。ベビー
カーのアタッチメントは時々使用するために意図されたものでありこれを永久的に取り付
けることはできず、従ってベビーカーに対して、或いは子供を収容する別のもの、例えば
ベビーベッドなどに対して着脱自在でなければならない。

現存のアタッチメントの一つの欠点は、ベビーカーへの着
脱が難しいことである。別の欠点は、アタッチメントが、これに支持された遊具に安定な
支持を提供しないことである。更に、現存のアタッチメントは、これに連結された遊具片
を、別の遊具片と容易に交換することができない。更に、ベビーカーを折り畳んだとき、
アタッチメントを取り外し、次にこれを再び取り付けることが必要である。ベビーカーの
アタッチメントに対する子供の興味を保つために、子供が最初の遊具片に飽きたとき、こ
れを別の特徴を持った遊具片と交換し、これにより玩具についての子供の興味を再び新た
にすることが望ましい。
【０００５】
［発明の概要］
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１ 記載

１ 記載

１

１ 記載

例えば、ＵＳ３９７８号、ＵＳ
１２６５６８２号、又はＵＳ２４０２８６１号に説明されたようなアタッチメントの設け
られたベビーカーが知られる。



以上の観点から、本発明の主な目的は、椅子又はその他の子供収容用装置内に座らせられ
た小さい子を楽しませるために遊具片が吊るされ又は関節式につなげられたベビーカー椅
子用の安定したアタッチメントであって、椅子への着脱が難しくないように椅子の両側に
容易に着脱できるアタッチメントを提供することである。
【０００６】
本発明の重要な特徴は、遊具片がアタッチメントに引っかけられ、このため容易に交換で
きることである。
【０００７】
より特別には、本発明の目的は、遊びアーチの端部をベビーカーの椅子の両側上に把持で
き、これによりアーチがベビーカー内に座らせられた子供の上方を覆う遊びアーチ形式の
上述のアタッチメントを提供することである。
【０００８】
本発明のなお別の目的は、異なった幅の椅子を有するベビーカーに設置し得るベビーカー
用遊びアーチを提供することである。遊びアーチの特有の設計は、アーチを外す必要なし
にベビーカーを折り畳み得るような設計である。
【０００９】
本発明の目的は、アーチが弾性プラスチック材料の成型された長いストリップにより構成
され、このため比較的低費用で量産できる遊びアーチを提供することである。
【００１０】
簡単に言えば、これらの目的は、小さい子供により占められるベビーカーの椅子に取り付
け可能な遊びアーチにおいて達成される。ベビーカーに子供が乗せられたとき、子供を楽
しませる遊具片が、遊びアーチからぶら下げられる。アーチは、弾性プラスチック材料の
長いストリップにより形成され、その両側は一連のローブを定めるようにサイン曲線状の
輪郭にされ、そしてこのストリップの両側のローブは、曲がり得る活ヒンジにより互いに
連結された曲がり得ないセグメントを作るように内向きに曲げられる。ストリップの長さ
は椅子の幅よりも長く、これによりストリップの両端が椅子の両側にクランプされたとき
、ストリップはアーチになるように弓状にされる。
【００１１】
特別な一実施例により、アーチは、適切なクランプにより椅子に関節式に取り付けられる
。アーチは適切な固定機構により前後に傾けること又は中間位置に固定することができる
。
【００１２】
［発明の詳細な記述］
本発明並びにその目的及び特徴をより良く理解するために、付属図面を参照する。
【００１３】
図１及び２を参照すれば、これには、一般に文字Ａで示される本発明による遊びアーチが
示される。アーチＡは、一般に文字Ｓにより示されるベビーカーの椅子に設置される。
【００１４】
ベビーカーＳは、１対の前輪１１と１対の後輪１２との上に取り付けられた椅子１０を備
える。椅子１０には、垂直の側面１４及び１５により両側を高くされた座席１３が設けら
れる。ベビーカーはハンドル棒１６の手段により押される。ベビーカーＡは図式的に示さ
れ、市場で入手可能な適宜のベビーカーを表し、その椅子は側部アーム又は垂直壁を有し
、この上にアタッチメントを取り付けることができる。
【００１５】
必須ではないが好ましくは、アーチは、その両端間を伸びている軸線まわりの希望の角度
を得られるように、クランプ１７及び１８に関して傾けることができる。この方法で、ア
ーチを子供の近くに又は遠くに設定することができる。
【００１６】
アーチＡのそれぞれの端部に、指操作式のバネ圧型クランプ１７及び１８が取り付けられ
、これらのジョーは通常は閉じられる。椅子の両側１４及び１５にアーチＡを着脱させる
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のは簡単なことである。扱い者は、ジョーがベビーカーの椅子の側面上にクランプできる
ように、ジョーを広げるためにその指でクランプジョーの操作用タブを強く押すだけであ
る
アーチＡから、３個の異なった遊具片１９、２０及び２１がぶら下がる。これらのぶら下
がっている片は、ベビーカーが押されたとき、又は子供が触ったとき自由に揺れ、片の得
られたこの動揺が子供を喜ばすように作用する。片１９の形は、飛んでいる想像上の虫の
形であり、揺れたとき、飛んでいるように見える。片２１は、乗員の駕篭を吊るして飛ん
でいる気球に似ている。空飛ぶ円盤に似た片２１は、揺れたとき、飛んでいるように見え
る。実際には、アーチに３個以上の遊具片を設けることができる。明白でありかつそれ自
体知られているように、子供を刺激させこれに牽かれるようにするためには、多種の形状
及び色彩が有用である。
【００１７】
図３Ａ及び３Ｂに示されるように、アーチＡは、ＰＶＣ、ポリプロピレン、又はポリエチ
レンのような弾力のある合成プラスチック材料から成型された長いストリップ２２により
形成される。一つの特別な例によれば、長いストリップ２２は、ポリプロピレンのシート
又はボードから切り出される。このストリップの両端には穴２３及び２４があり、これら
の中にボルトを差し込んで、これにクランプ１７及び１８が固定される。
【００１８】
ストリップ２２の両側の長い側面はサイン曲線状の輪郭にされ、各側に一連のローブを定
める。ローブＬ１、Ｌ２、Ｌ３、Ｌ４及びＬ５が一方の側に形成され、またＬ１１、Ｌ２
１、Ｌ３１、Ｌ４１及びＬ５１はストリップの反対側に形成される。
【００１９】
長いストリップの両側の一連のローブは、曲げ得ないセグメントＧを形成するように内向
きに曲げられる。これらセグメントは、可撓性プラスチック材料で形成されるが、セグメ
ントの湾曲したローブは、曲げに抵抗する曲げ得ないビームを作る。ストリップに沿った
一連の曲げ得ないセグメントＧは、活ヒンジとして作用する可撓性の結合点Ｊにより互い
に連結される。ストリップ２２には、破線で示された内部の折れ線が形成される。
【００２０】
長いストリップ２２の長さは、このストリップを固定すべきベビーカー椅子の側面１４と
１５との間の距離より長い。従って、ストリップが椅子の両側に固定されると、これは曲
げられて一緒にヒンジ連結されたアーチの曲線となるように弓形に曲げられ、曲がり得な
いセグメントがこの曲線に従うことを許す。ストリップがアーチにされるとき、セグメン
トは折り線に沿って折れる。
【００２１】
すべてのベビーカーが同じ幅の椅子を持つわけではない。このため、長いストリップの長
さは、幾分か幅の異なった椅子を有するベビーカーに適切なアーチを作るに十分に大きく
なければならない。ベビーカー椅子の幅が大きくなると、与えられた長さについて得られ
るアーチ半径が小さくなることは明らかである。
【００２２】
アーチの構造は、これに加えられる負荷力に良く耐えるようなものである。本発明による
遊びアーチは、相互にヒンジ連結された曲がり得ないプラスチックセグメントにより作ら
れ、これらセグメントは通常のアーチの固体部材と機能的に同等である。従って、この遊
びアーチは安定であり、負荷力に耐え、そして、もし子供が遊びアーチを掴んでこれを外
すように引いたとしても変形しないであろう。一方では、この構造は多少の可撓性を提供
し、子供がアーチの上に落ちた場合の障害の危険を減らすであろう。
【００２３】
遊びアーチの構造的な長所とは別に、遊具片について劇場の舞台を模擬することがある。
劇場において、役者は前舞台アーチを有する舞台上に現れる。本発明による遊びアーチは
、事実上、アーチからぶら下がっている遊具片の見える舞台上のアーチである。
【００２４】
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図２に最もよく見られるように、アイピン２６がアーチのセグメントＧに取り付けられこ
れから下向きにぶら下がり、これに遊具片を引っかけることができる。各遊具片には、上
向きに伸びているフック２７が設けられ、このフックをアイピン上に引っかけることがで
きる。遊具片がこのように引っかけられると、これがアーチからぶら下がって自由に揺れ
動く。ベビーカーの運動が、遊びアーチを揺り動かして生気を与え、これによりベビーカ
ーに座らせられた子供を楽しませる。しかし、子供は遊具片を単に観る以上のことができ
、片を叩き又はいじることもできる。
【００２５】
遊具片は遊びアーチ上に引っかけられているだけであるため、子供の興味を持続させるた
めに容易に交換することができる。そこで、飛ぶように動く種々の物体を示している図１
に示される遊具片は、それ自体知られているように形と色とを子供の年齢に合わせること
ができる猿、ライオン、及び猫のようなミニチュア動物と交換することができる。
【００２６】
本発明の好ましい実施例が示されたが、本発明の精神から離れることなく、これに多くの
変化及び変更をなし得ることを理解すべきである。例えば、遊びアーチは、図示されない
が、洗濯のために取り外し得る布のような柔らかでかつ色彩豊かな材料の柔軟なシース部
材内に受け入れることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明による遊びアーチが設置された椅子がある通常のベビーカーの斜視図で
ある。
【図２】　玩具要素を吊り下げる遊びアーチを分離して示す。
【図３Ａ】　アーチ形成用の長いプラスチックストリップの平面図である。
【図３Ｂ】　遊びアーチを形成するために湾曲状態にあるストリップを示す。
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【 図 ２ 】

【 図 ３ Ａ 】

【 図 ３ Ｂ 】
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